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.Ⅰ はじめに

１ 計画策定の趣旨

平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波により、本県は

浜通り・中通り地方を中心に甚大な被害を被る事態となりました。

さらに、東京電力福島第一原子力発電所において発生した原子力災害は、発

生から半年以上が経過した今なお収束しておらず、多くの県民がふるさとを離

れて、県内はもとより、全国各地でつらい避難生活を強いられています。特に

放射能汚染に対する不安は県民生活全般にわたり、県民の安全と安心を根幹か

ら揺るがし、身の回りのあらゆる生活環境に深刻な影響を及ぼしています。

こうした状況下で、本県では、力強い復旧・復興を目指し、全県域を対象と

する「福島県復興ビジョン」を平成23年８月に策定しました。

復興ビジョンでは、「緊急的対応」として「被災地における医療提供体制を

回復するため、医師や医療従事者の確保などを継続して行うほか、医療機関の

機能回復を支援する。特に、浜通り地方の医療体制は早急な復旧が必要な状態

であることから、住民が安全で安心に暮らせるよう、医療の確保に努める。」

としており、「ふくしまの未来を見据えた対応」の中では、「医療サービスの

提供体制の強化」などにより、「安心して子どもを生み育てられる環境整備を

進め、すべての子育て世帯にとって魅力のある県を目指す。」としています。

この復興ビジョンを踏まえて、県内の医療提供体制の回復のための緊急的対

応に取り組むとともに、安心して子どもを生み育てられる環境整備を進めるた

めに、福島県地域医療再生計画（三次医療圏）を策定し、医療提供体制の強化

に向けた取組みを進めてまいります。
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２ 東日本大震災の影響

平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波により、本県は

浜通り・中通り地方を中心に甚大な被害を被る事態となりました。

福島県内では139病院中111病院が被災（他に状況不明13病院）しており、診

療所、歯科診療所及び薬局にも大きな被害が生じるなど、県内の医療提供体制

は大きく低下しました。

未だ入院機能の回復が一部にとどまっていたり、入院受入不可の病院もあり、

医療提供体制を確保するためには、早急に被災した医療機関の復旧を行う必要

があります。原子力災害により警戒区域が設定された浜通りは、南北に分断さ

れた上に、区域内の７病院の再開のめどが立っていません。避難者を受けて入

れている警戒区域外の地域にある医療機関については、復旧にとどまらない対

応が必要です。

また、原子力災害による避難等により、医療従事者の流出が深刻化しており、

医療従事者の確保は急務と言えます。

さらに、東日本大震災においては、避難所における結核患者の発生や、被災

地における人工透析医療の不足などの問題も発生しており、これらの問題を踏

まえた対応も必要です。

そして、何よりも深刻なのは、子育て世代を中心に、避難指示等のあった区

域外でも、放射線の健康への影響を懸念する県民の避難が続いていることです。

本県が東日本大震災からの復興を果たし、活力を取り戻していくためには、放

射線の健康への影響についての懸念を払拭し、子育て世代が安心して暮らせる

ようにする必要があります。除染による放射線量の低減は最重要課題であり、

現在、取り組みが進められているところです。

また、原子力災害を踏まえて実施している県民健康管理調査では、震災当時

18才以下であった全県民を対象として、定期的に継続して甲状腺検査を実施し

ていくこととし、平成23年10月から検査を開始しています。

今後も、特に子育て世代の不安感の軽減に努めながら、県民健康管理調査や

地域がん登録の促進、早期発見・早期治療を可能とする医療提供体制の充実強

化を進め、日本一健康で長生きできる、そして何より安心して子育てができる

福島県にしていく必要があります。
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３ 本県の医療提供体制の現状

本県の医療提供体制全体を見たときに、特に喫緊に対策が必要なのは、医療

を担う人材の確保と、救急医療提供体制、小児・周産期医療提供体制の充実で

す。これら喫緊の課題の解決を図ることで、医療提供体制を強化して、安心し

て子どもを生み育てられる環境整備を進める必要があります。

(1) 医師等の地域医療を担う人材の確保

全国的な医師不足の中、本県の医療提供体制は厳しい現状にあります。

平成20年の人口10万人あたりの医療施設従事医師数は、全国平均が212.9

人であるのに対し、本県は183.2人となっており、全国37位となっています。

一方で、面積は全国３位の広さを誇り、医療施設従事医師一人あたりの面

積は3.67k㎡と、全国平均の2.5倍を超えています。

東日本大震災後、状況はさらに悪化しています。東日本大震災前の平成23

年３月１日時点と比較して、平成23年８月１日現在では、病院勤務の常勤医

師が45人減少していました。

医師数が少なく、南関東１都３県を超える広大な面積を抱える本県におい

ては、医師の確保は喫緊の課題であり、また、他都道府県にも増して、効率

的、効果的な医療提供体制の整備が必要とされています。
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表１ 医療施設従事医師数と一人あたり面積の全国比較（平成20年）

人口10万人あたりの 医療施設従事医師

順位 医療施設従事医師数 順位 一人あたりの面積

１ 京都府 279.2人 １ 東京都 0.06k㎡

２ 徳島県 277.6人 ２ 大阪府 0.09k㎡

３ 東京都 277.4人 ３ 神奈川県 0.15k㎡

４ 高知県 271.7人 ４ 福岡県 0.36k㎡

５ 福岡県 268.2人 ５ 愛知県 0.38k㎡

６ 鳥取県 266.4人 ６ 埼玉県 0.38k㎡

７ 長崎県 264.3人 ７ 千葉県 0.52k㎡

８ 岡山県 259.1人 ８ 京都府 0.63k㎡

９ 和歌山県 257.0人 ９ 兵庫県 0.72k㎡

10 島根県 248.4人 10 香川県 0.75k㎡

37 福島県 183.2人 37 宮崎県 2.57k㎡

38 三重県 182.5人 38 岐阜県 2.62k㎡

39 神奈川県 181.3人 39 山形県 2.86k㎡

40 岩手県 178.3人 40 長野県 3.07k㎡

41 岐阜県 177.8人 41 高知県 3.38k㎡

42 静岡県 176.4人 42 福島県 3.67k㎡

43 青森県 174.4人 43 青森県 3.67k㎡

44 新潟県 174.4人 44 島根県 3.72k㎡

45 千葉県 161.0人 45 秋田県 5.25k㎡

46 茨城県 153.7人 46 岩手県 6.34k㎡

47 埼玉県 139.9人 47 北海道 7.05k㎡

全国平均 212.9人 全国平均 1.39k㎡

※平成20年度医師・歯科医師・薬剤師調査による。
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(2) ４疾病５事業への対応

第五次福島県医療計画に定める４疾病５事業について、全国の状況と比較

すると、表２のとおりです。

表２ ４疾病５事業の全国比較

全国順位（良い方から見て）

年齢調整死亡率（平成17年） 男性 女性

４ ○がん 27位 28位

疾 ○脳血管疾患 43位 41位

病 ○急性心筋梗塞 43位 43位

○糖尿病 37位 32位

○救急医療（病院収容時間 平成21年） 38位

５ ○小児医療（乳児死亡率 平成21年） 41位

事 ○周産期医療（周産期死亡率 平成21年） 41位

業 ○災害時医療（DMAT隊員割合 平成18年） 24位

○へき地医療（無医地区数 平成21年） 26位

※年齢調整死亡率については「平成17年都道府県別年齢調整死亡率」（厚生労働省）、

病院収容所要時間については、「平成21年版救急・救助の現況」（総務省）、

乳児死亡率及び周産期死亡率については、「人口動態統計」（厚生労働省）、

DMAT隊員割合については、「医療機能調査事業報告書」（厚生労働省）、

無医地区数については、「平成21年度無医地区等調査」（厚生労働省）による。

４疾病については、脳血管疾患と急性心筋梗塞の年齢調整死亡率が高くな

っています。

また、５事業については、救急医療と小児医療、周産期医療に関する指標

が、全国と比較して悪い傾向にあります。

４疾病のうち、年齢調整死亡率が高い脳血管疾患と急性心筋梗塞に対する

急性期医療提供体制の整備という観点からも、救急医療提供体制の充実は喫

緊の課題と言えます。

小児救急医療提供体制の整備については、第五次福島県医療計画において、

救急医療体制の整備と併せて実施しているところですが、医療資源の有効活

用という観点からは、周産期医療提供体制とも併せて整備を図っていく必要

があります。
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一方、平成21年の周産期死亡率、新生児死亡率及び乳児死亡率は、いずれ

も全国平均を上回っています。周産期死亡率及び新生児死亡率の改善はもと

より、低出生体重児等の合併症の治療や予防を充実することで乳児死亡率の

改善を図るためにも、周産期医療提供体制の充実は重要ですが、産婦人科・

産科医師数は平成10年の164人から平成20年は136人と、28人、２割近くも減

少しており、周産期医療提供体制の充実は喫緊の課題となっています。

４ 地域医療再生計画の期間

本地域医療再生計画の対象期間は、平成23年４月１日から平成25年度末まで

を基本としますが、東日本大震災からの復旧・復興の進捗状況を踏まえて、見

直しを行っていきます。

５ 推進体制

福島県地域医療対策協議会において、逐次状況を報告し、見直しを行いなが

ら、地域医療再生計画の円滑な実施を図っていきます。
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.Ⅱ 東日本大震災への対応

１ 現状と課題

被災の状況については、Ⅰ－２で述べたとおりであり、以下の課題への対応

が必要です。

(1) 被災医療施設の災害復旧

建物に被害を受けた病院、診療所等が多く、被災地域の診療機能は大きく

低下しています。これら被害を受けた医療機関等には、災害復旧費補助金等

の国庫補助の対象とならない医療機関等も多く、地域の医療機能を回復させ

るためには、早急な対応が必要です。

(2) 医療従事者の流出防止等による医療提供体制の確保

原子力災害に伴い働く場を失ったり避難等のために離職するなど、医療従

事者の流出が続いており、地域医療を確保するためには、医師・看護師等の

医療従事者の確保が必要不可欠です。

また、今後の復興を担う看護学生についても県外への流出を防ぐため、進

学や就職を支援する取組みが必要です。

さらに、医療従事者の流出を防ぎ、被災地、被災者に必要な医療を確保す

るためには、仮設診療所を設置する町村への支援、経営が厳しい避難指示等

のあった区域内の医療機関への支援など、安定した医療提供体制を確保する

ための取組みが必要です。

(3) 感染症対策の推進

東日本大震災では、避難所においてインフルエンザ、感染性胃腸炎、結核

等の感染症が発生し、受入医療機関の確保や避難所における感染症対策に苦

慮した経験を踏まえ、今後も、慣れない避難生活を送る被災者の健康を守る

上で、感染症対策の強化が必要となっています。特に、結核対策については、

結核病床のない県中医療圏等における専用病床の確保が急務となっていま

す。

(4) 人工透析の充実

東日本大震災では、人工透析を行う医療機関の被災や水不足、透析患者の

避難により、人工透析の提供体制の充実が必要であることが改めて認識され

ました。今も多くの透析患者の方が避難されている中で、不足している透析
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医療の提供体制の充実は喫緊の課題となっています。

(5) 放射線に関する不安の軽減

原子力災害により、多くの県民、特に子育て世代の県民は、放射線の健康

への影響に対する不安に苛まれており、大きなストレスを抱えています。こ

の不安感とストレスを軽減する取り組みが必要です。

(6) 県民健康管理調査に連動した取組み

現在、本県では、原子力災害による放射線の影響を踏まえて、長期にわた

り県民の健康を見守る「県民健康管理調査」を実施しています。

この調査では、全県民を対象に被ばく線量を推計する「基本調査」や、震

災当時18歳以下であった全県民を対象とする甲状腺検査、避難指示等のあっ

た区域の住民の方を対象とする健康診査、現在健診を受ける機会がない県民

への健診等を行います。これらの調査結果等については、データベースを構

築して長期間保存するなど、将来にわたり放射線の影響等をしっかり把握し

ていくこととしています。このため、疾病の状況等についても把握していく

必要があり、現在、県内の病院で取り組まれている院内がん登録や県が実施

している地域がん登録の更なる充実が必要とされています。

また、特に本県においては、放射線の影響の有無に関わらず県民誰もが安

心して暮らしていく上で、がんの早期発見、早期治療を可能とする医療提供

体制の整備が重要となっています。

２ 目標と実施事業

【大目標】

東日本大震災により被害を受けた医療機関の機能回復を図ります。

原子力災害に伴う医療従事者の流出を防止するとともに、被災した医療

従事者の雇用の確保、災害により医療従事者が流出した病院等の医療従事

者の確保を支援するなど、必要な医療従事者の確保を図ります。

また、原子力災害による県民の不安とストレスの軽減等を図るとともに、

東日本大震災を踏まえて人工透析の提供体制の強化、感染症対策の推進を

図ります。
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【実施事業】

・総事業費 7,973百万円

（基金負担分4,925百万円、事業者負担分2,710百万円、その他338百万円）

・平成23年度事業開始

(1) 被災医療施設の災害復旧

・総事業費 761百万円

（基金負担分381百万円、事業者負担分380百万円）

・事業内容

ア 病院・診療所等災害復旧事業

国庫補助の対象とならない病院、医科診療所、歯科診療所及び薬局

の災害復旧を支援し、医療機能の回復を図ります。

(2) 医療従事者の確保等による医療提供体制の回復

・総事業費 6,774百万円

（基金負担分4,215百万円、事業者負担分2,221百万円、その他338百万円）

・事業内容

ア 緊急医療体制強化事業

・事業費 2,541百万円

（基金負担分2,331百万円、事業者負担分210百万円）

被災により離職等した医師、看護師、薬剤師等の医療従事者を雇用

する医療機関及び県外から医師等の医療支援を受ける医療機関に対

し、雇用等に係る人件費等を支援し、医療従事者の確保と流出防止を

図ります。

イ 仮設診療所運営費助成事業

・事業費 39百万円

（基金負担分26百万円、事業者負担分13百万円）

仮設診療所を運営する町村に対し運営経費を支援し、仮設住宅等の

住民に必要な医療を確保するとともに、仮設診療所に勤務する医療従

事者の確保を図ります。
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ウ 災害医療研修事業

・事業費13百万円

（基金負担分13百万円）

災害医療を学ぶ研修医等を受け入れる医療機関等に対し研修経費を

支援し、被災地に必要な医療従事者の確保を図ります。

エ 災害医療人材育成セミナー事業

・事業費 2百万円

（基金負担分2百万円）

放射線に関する医療従事者向けセミナー等の実施を支援し、放射線

に関する理解を促進することで、医療従事者の流出防止を図ります。

オ 医療人材確保緊急支援事業

・事業費 137百万円

（基金負担分137百万円）

原子力災害の影響が大きい医療機関の創意工夫による医療従事者確

保対策を支援し、医療従事者の確保を図ります。

カ 特定地域医療機関への運営支援事業

・事業費 1,260百万円

（基金負担分1,260百万円）

緊急時避難準備区域であった区域内の医療機関に対し、診療継続の

ための運転資金を支援することで、医療提供体制の維持と医療従事者

の流出防止を図ります。

キ 復興を担う看護人材育成支援事業

・事業費 2,505百万円

（基金負担分276百万円、事業者負担分1,891百万円、その他338百万

円）

看護学生の確保及び就学継続を支援するとともに、県内医療機関へ

の就職を支援し、看護職員の確保を図ります。

ク 看護職員離職防止・復職支援事業

・事業費 277百万円

（基金負担分170百万円、事業者負担分107百万円）

看護職員の離職防止及び潜在看護職の復職を支援し、看護職員の確

保を図ります。
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(3) 感染症対策の推進

・総事業費 39百万円

（基金負担分39百万円）

ア 感染症対策推進事業

感染症危機管理研修の受講を支援し、感染症危機管理を担う人材を養

成するとともに、新型インフルエンザの発生に備え、帰国者・接触者相

談窓口の体制を整備します。

また、結核患者収容モデル病床の整備を支援し、結核病床の不足地域

における結核患者収容病床の確保を図ります。

(4) 人工透析の充実

・総事業費 73百万円

（基金負担分36百万円、事業者負担分37百万円）

ア 人工透析設備整備事業

東日本大震災の影響で不足している人工透析について、医療機関の人

工透析用設備の増設を支援します。

(5) 放射線に関する不安の軽減

・総事業費 93百万円

（基金負担分93百万円）

ア 放射線相談外来設置支援事業

医療機関における放射線に関する相談外来の設置を支援し、放射線の

健康への影響等について、子育て世代を始めとする県民の多くが抱いて

いる不安とストレスの軽減を図ります。

(6) 県民健康管理調査に連動した取組み

・総事業費 233百万円

（基金負担分161百万円、事業者負担分72百万円）

ア がん登録推進事業

・事業費 88百万円

（基金負担分88百万円）
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院内がん登録を行う医療機関に対し、登録に係る人件費等を支援し、

計画期間中に集中的に院内がん登録に取り組む体制の整備を支援するこ

とで、地域がん登録の促進を図ります。

イ がん医療施設設備整備事業

・事業費 145百万円

（基金負担分73百万円、事業者負担分72百万円）

がん診療連携拠点病院等における診断機器や治療機器等の施設設備整

備を支援し、早期発見・早期治療を可能とする体制の確保を図ります。

なお、本県では、県民の健康を長期にわたり見守っていくため、福島県

民健康管理基金を活用して、参考資料のとおり、県民の健康管理に関する

取組みを行っています。

［主な取組み］

① 県民健康管理調査

・全県民を対象に被ばく線量を推計する「基本調査」。

・震災当時18歳以下であった全県民を対象とする「甲状腺検査」。

・避難区域の住民の方などを対象とする「健康診査」。

・既存健診の対象外となっている県民を対象とする「健康診査」。

・避難区域等の住民の方を対象とする「こころの健康度・生活習慣に

関する調査」。

・平成22年8月から平成23年7月に母子手帳を申請された方を対象とす

る「妊産婦に関する調査」。

・調査結果等を記録・保管する「県民健康管理ファイル（仮称）」の

配布。

② ホールボディカウンターによる内部被ばく検査。

③ 個人線量計を配布する市町村への支援。
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.Ⅲ 地域医療を担う人材の確保

１ 現状と課題

本県の医師不足は東日本大震災以前から極めて厳しい状況にあり、医師の確

保は喫緊の課題となっています。

また、医師が不足する中で、質の高い医療を安定的に提供できる体制を構築

していくためには、看護師等の医療従事者の確保と資質向上も必要です。

(1) 医師の確保

Ⅰに記載のとおり、本県の平成20年末の人口10万人あたりの医療施設従事

医師数は183.2人で、全国平均の212.9人と比較して、極めて厳しい状況にあ

ります。

特に、30歳代の医師の減少が続いているため、若手医師の確保と定着の促

進を進めていく必要があります。

また、医師が少ない中でも効果的に医療を提供していくためには、医師事

務作業補助者の導入を促進するなど、医師の負担軽減を図る必要があります。

○本県の年代別医療施設従事医師数の推移

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省）
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(2) 医師以外の医療を担う人材の確保

本県の人口10万人あたりの看護職員数は、平成22年で1,188.7人であり、

全国平均の1,089.2人を上回っていましたが、原子力災害に伴う避難等によ

り、震災前と比べて県全体で200人以上の看護職員が減少しており、看護職

員の不足が深刻化しているため、今後を担う看護職員の確保を図っていく必

要があります。

また、医師不足が深刻化する中で、看護職員等の資質向上を図り、チーム

医療の推進を図る必要があります。そのため、認定看護師やNST専門療法士

等の養成、管理栄養士の資質向上等を支援し、医師以外の医療従事者等の資

質向上を図っていく必要があります。

２ 目標と実施事業

【大目標】

若手医師の確保及び定着を進めるとともに、医師事務作業補助者の導入

を促進して医師の負担軽減を図るなど、魅力ある環境を整備して、少なく

とも震災前の水準まで医師の確保を図ります。

また、看護師等の医療従事者の確保及び定着を進めるとともに、認定看

護師等の養成による看護職員の資質の向上、研修派遣等による管理栄養士

等の資質向上を図ります。

【実施事業】

・総事業費 1,855百万円

（基金負担分1,313百万円、事業者負担分466百万円、その他76百万円）

・平成23年度事業開始

(1) 医師の確保

・総事業費 1,391百万円

（基金負担分1,010百万円、事業者負担分305百万円、その他76百万円）

本県では、これまでも平成20年度に策定した「緊急医師確保対策プログ

ラム」や平成21年度に策定した「地域医療再生計画（会津・南会津医療

圏）」、「地域医療再生計画（相双医療圏）」に基づいて、医学部生への修

学資金の貸与や医学部生が地域医療の現場を体験する研修の実施、臨床研
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修医の確保対策等、様々な施策を講じており、今後もこれらの取り組みを

継続していきます。

本計画では、以下の事業に取り組みます。

ア 医師事務作業補助者導入推進事業

・事業費 337百万円

（基金負担分261百万円、その他76百万円）

医師事務作業補助者の養成や医療機関への派遣を支援するなど、医療

機関における医師事務作業補助者の導入を推進し、医師の負担軽減を図

ります。

イ 寄附講座設置支援事業

・事業費 60百万円

（基金負担分60百万円）

公立病院等の医師確保を図るために県外の大学医学部に寄附講座を設

置する市町村を支援し、医師の確保を図ります。

ウ 若手医師のスキルアップ研修等

・事業費 994百万円

（基金負担分689百万円※、事業者負担分305百万円）

※今後の運用益（又は入札差金額等）により発生する見込みの基金余剰額を

財源とする。なお、財源とすべき基金剰余額が不足し、上記の基金負担額

に満たないこととなった場合は、事業者負担により事業を実施する。

若手医師を対象とした研修の開催等により、スキルアップの機会を提

供することで、医師の確保を図ります。

また、県立医科大学の学生寮の整備に要する費用を支援することで修

学環境を整備し、県内だけでなく県外出身学生の卒業後の県内定着を促

し、医師の確保を図ります。

さらに、県立医科大学を拠点として県外から医師を招へいし、県内の

医師が不足する地域の病院に派遣する体制を整備することで、県外から

の医師の確保を図ります。

(2) 医師以外の医療を担う人材の確保

・総事業費 464百万円

（基金負担分303百万円、事業者負担分161百万円）
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看護師等養成所の教育体制の充実から就職後の専門性向上までを一貫し

て支援することで、看護職員等の確保を図ります。

ア 看護教育体制強化支援事業

・事業費 332百万円

（基金負担分171百万円、事業者負担分161百万円）

看護師等養成所の教育体制の充実・強化を図るため、教育用機器の整

備や学生の研究活動を支援することで、将来にわたり安定的に看護職員

を確保できる体制を整備します。

また、看護職員等の再就職支援や人材の育成・教育に取り組む医療機

関や関係団体を支援し、医療従事者の確保と資質の向上を図ります。

イ 認定看護師等養成事業

・事業費 121百万円

（基金負担分121百万円）

認定看護師やNST専門療法士等の認定研修受講を支援し、看護職員等

の資質向上を図ります。

ウ 管理栄養士資質向上研修事業

・事業費 11百万円

（基金負担分11百万円）

避難等により生活習慣に変化のあった被災者を始めとする住民のケア

のため、管理栄養士の研修受講を支援し、その資質向上を図るとともに、

栄養士会栄養ケア・ステーションの体制強化をすることで、地域におけ

る栄養指導体制等を充実させます。
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.Ⅳ 救急医療提供体制の強化

１ 現状と課題

本県には、現在、４つの救命救急センターがあり、三次医療圏である県全体

の救急医療の中核を担っています。

○救命救急センター設置病院位置図

本県の救急医療提供体制は、「福島県救急医療体制図」（参考資料）のとお

りですが、県全域を対象とする救急医療対策協議会、４つの地域メディカルコ

ントロール協議会（県北、県中・県南、会津・南会津、相双・いわき）、二次

医療圏ごとの地域救急医療対策協議会等を通じて、救急医療機関、医師会、市

町村、消防機関等が緊密に連携して、救急医療提供体制を構築しています。

なお、県立医科大学附属病院には平成20年1月からドクターヘリが配備され、

県全体の救急医療に貢献しており、出動件数は年々増加を続けています。

一方、病院収容所要時間を見ると、平成17年の33.4分に対し平成21年は37.4

分と、年々所要時間が増しており、全国平均を上回る状況が続いています。



○病院収容時間と現場到着時間の推移

出典：救急・救助の現況（総務省）

※ 平成20年から、時間計測の始点を119番入電時刻に統一したため、見かけ上の時間が延

びており、この影響を除くと、平成20年は現場到着時間は全国が7.1 分に対し本県は8.1

分、病院収容時間は全国が34.4 分に対し本県は36.1分となります。

救急現場における救急救命士等の処置が充実すれば現場滞在時間が長くなる

ため、収容所要時間の増は、一概に悪い面ばかりとは言えません。また、広大

な面積を有する本県では、移動に要する時間がどうしても長くなるため、搬送

時間の短縮は難しい面もありますが、広大な県土に対応した救急搬送体制の充

実と救急医療を早期に提供できる体制が必要となっています。

また、脳血管疾患及び急性心筋梗塞の年齢調整死亡率が高く、急性期医療の

提供体制の充実が課題となっています。

広大な県土を有する本県において、救急搬送における病院収容所要時間の縮

減や脳血管疾患等に対応する急性期医療提供体制の充実等のためには、第三次

救急医療機関である救命救急センターの機能強化はもとより、より身近に多い

第二次救急医療機関の受入体制も強化していく必要がありますが、輪番病院の

減少が続き、救命救急センターの負担が増大しているため、第二次救急医療機

関の機能向上と救急医療機関相互の連携の強化、救急医療を担う人材の資質向

上等が必要なっています。

また、第二次救急医療機関の負担軽減を図るとともに、より身近な地域で救

急医療を提供するためには、初期救急医療提供体制の確保も必要であり、休日

夜間急患センター等がない地域では、その整備を促進する必要があります。
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さらに、救急搬送体制を強化するため、救急隊の強化や、ドクターヘリ等を

有効に活用していくためのヘリポート等の更なる整備も進めていく必要があり

ます。

２ 目標と実施事業

【大目標】

三次救急医療機関及び二次救急医療機関等の機能強化や連携強化、救急

医療を担う人材の資質向上、救急隊の強化等を図ることで、救急医療提供

体制と救急搬送体制の強化を図ります。

【実施事業】

・総事業費 7,542百万円

（基金負担分 5,629百万円、事業者負担分 1,913百万円）

・平成23年度事業開始

(1) 三次救急医療機関の機能強化

・総事業費 1,554百万円

（基金負担分 796百万円、事業者負担分 758百万円）

ア 三次救急医療機関機能向上事業

救命救急センターを有する病院の施設設備整備を支援することで、救

急医療提供体制の充実強化を図ります。

(2) 二次救急医療機関の機能強化と連携強化等

・総事業費 4,787百万円

（基金負担分 3,995百万円、事業者負担分 792百万円）

ア 二次救急医療機関機能向上事業

・事業費 1,621百万円

（基金負担分859百万円、事業者負担分762百万円）

二次救急医療機関の血管撮影装置やMRI等の設備や施設の整備を支援

し、特に脳血管疾患及び急性心筋梗塞に係る医療提供体制の強化を図り

ます。

イ 救急医療機関の連携強化事業
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・事業費 3,106百万円

（基金負担分3,106百万円※）

ICTを活用した遠隔画像診断システムや患者情報を共有するシステム

等の整備を支援し、救急医療機関相互の連携を強化することで、より身

近な地域での救急医療の提供体制を確保します。

※今後の運用益（又は入札差金額等）により発生する見込みの基金余剰額

を財源とする。なお、財源とすべき基金剰余額が不足し、上記の基金負担

額に満たないこととなった場合は、事業者負担により事業を実施する。

ウ 休日夜間急患センター設置支援事業

・事業費 60百万円

（基金負担分30百万円、事業者負担分30百万円）

休日夜間急患センターがない地域において新たに開設する休日夜間急

患センターの施設設備整備等を支援し、二次救急医療機関等と連携して、

より身近な地域での救急医療の提供体制を確保します。

(3) 救急医療を担う人材の資質向上

・総事業費 66百万円

（基金負担分 66百万円）

ア 救急医療従事者資質向上支援事業

・事業費 66百万円

（基金負担分66百万円）

BLSやACLS等の救急医療に関する研修受講を支援し、救急医療を担う

人材の資質向上を図ることで、より身近な地域での救急医療の提供体制

を強化します。

イ 認定看護師等養成事業（再掲）

救急医療に係る認定看護師等の養成を支援します。

(4) 救急搬送体制の強化

・総事業費 926百万円

（基金負担分 563百万円、事業者負担分 363百万円）

ア 救急医療機関の救急車整備事業

・事業費 56百万円
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（基金負担分28百万円、事業者負担分28百万円）

救急医療機関における救急車等の整備を支援し、病院間搬送を中心に

救急搬送体制の強化を図ります。

イ 救急医療機関のヘリポート整備事業

・事業費 79百万円

（基金負担分59百万円、事業者負担分20百万円）

救急医療機関におけるヘリポート等の整備を支援し、ドクターヘリ等

を活用した救急搬送体制の強化を図ります。また、ドクターヘリの効率

的な運用のための通信機器等の更なる整備も進めていく必要がありま

す。

ウ 救急隊の高規格救急車整備事業

・事業費 506百万円

（基金負担分253百万円、事業者負担分253百万円）

救急隊における高規格救急車等の整備を支援することで、救急隊の救

急車に占める高規格救急車の割合を引き上げ、救急現場から医療機関ま

での救急搬送体制の強化を図ります。

エ 救急救命士養成事業

・事業費 285百万円

（基金負担分223百万円、事業者負担分62百万円）

搬送時間の短縮が難しい広い県土に対応するため、救急隊における救

急救命士の養成等を支援し、現場処置等の充実を図ることで、救急搬送

体制の強化を図ります。

(5) 災害時救急医療体制の強化

・総事業費 209百万円

（基金負担分209百万円）

ア 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ)研修等派遣事業

・事業費 10百万円

（基金負担分10百万円）

災害時に県災害対策本部等において医療救護班の受け入れ及び派遣調

整、傷病者の搬送調整等を担う災害医療コーディネーターの養成研修を

実施するとともに、ＤＭＡＴ体制の充実を図るため、ＤＭＡＴ養成研修
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及び技能維持研修を実施します。

イ 災害救急医療資器材整備事業

・事業費 157百万円

（基金負担分157百万円）

災害時医療体制の充実を図るため、ＤＭＡＴ整備医療機関に係るＤＭ

ＡＴカー及びＤＭＡＴ資器材の導入に対する支援を実施します。

ウ 災害時医療通信機能整備事業

・事業費 42百万円

（基金負担分42百万円）

災害時にも活用可能な通信手段の整備を図るため、県災害対策本部に

衛星電話を設置するとともに、医療関係団体や病院における衛星携帯電

話の導入に対する支援を実施します。
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.Ⅴ 小児・周産期医療提供体制の強化

１ 現状と課題

本県の平成17年度から平成21年度までの周産期死亡率、新生児死亡率及び乳

児死亡率は下のグラフのとおりですが、平成21年の本県の周産期死亡率は4.9

とやや改善したものの、全国平均4.2を上回っており、平成17年と比較して1.0

増と悪化傾向にあります。新生児死亡率は全国平均を下回っていますが、乳児

死亡率は平成20年以降、全国平均を上回っています。

○周産期死亡率、乳児死亡率及び新生児死亡率の推移

出典：人口動態統計（厚生労働省）

本県の周産期医療提供体制は、表３に記載の総合周産期母子医療センター、

地域周産期母子医療センター及び周産期医療協力施設が中心を担っています

が、地域周産期母子医療センターの一部では、1,000g未満の新生児の受入制限

をせざるを得ない状況があります。

一方、本県の分娩取扱施設は、平成22年４月現在、21病院、29診療所、５助

産所の計55施設ですが、平成18年３月と比較して、10病院、13診療所、２助産

所の計25施設も減少しており、周産期母子医療センターの負担が増しています。

産婦人科医の不足が著しい本県においては、分娩取扱施設の増加が期待でき

る状況にはなく、現在の体制を強化していくことが当面の課題です。

乳児死亡率が高い現状から見ても、急性期を取り扱う地域周産期母子医療セ

ンターの機能強化を図り、NICUの増加を図る必要があります。
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表３ 周産期医療機関の現況（平成22年４月１日現在）

施設区分・ NICU NICU GCU MFICU

医療機関名 (診療報酬加算) (診療報酬非加算)

総合周産期母子医療センター計 9 8 6

福島県立医科大学附属病院 9 8 6

地域周産期母子医療センター計 35 54

大原綜合病院 6

国立病院機構福島病院 12 18

太田西ノ内病院 6 14

竹田綜合病院 5 8

総合磐城共立病院 6 14

周産期医療協力施設計 15 7

星総合病院 5 1

寿泉堂綜合病院 2 2

白河厚生総合病院 5 2

公立相馬総合病院 3 2

総合計 44 15 69 6

また、産婦人科医の不足が著しい本県においては、助産師の専門性を発揮で

きる場を確保し、助産師を積極的に活用することが重要になっています。本県

では、助産師研修事業を平成21年度から実施して、院内助産所や助産師外来の

設置に向けた支援を行っていますが、平成22年４月現在、助産師外来を開設し

ているのは４病院となっています。

周産期医療機関の負担軽減と妊産婦への質の高いケアを実現するため、院内

助産所や助産師外来の開設をさらに促進していく必要があります。

なお、小児医療・周産期医療を担う人材の確保については、「福島県地域医

療再生計画（会津・南会津医療圏）」や「緊急医師確保対策プログラム」の中

で取り組んできており、小児救急医療については、救急医療体制の整備の中で

対策を講じていますが、小児救急電話相談事業（#8000）や小児救急医療ガイ

ドブックの作成と県のホームページへの掲載等を行っています。



- 25 -

２ 目標と実施事業

【大目標】

周産期母子医療センターのNICU増床やMFICU設置等を支援するなど、周産

期医療機関の機能強化を図り、周産期医療提供体制の充実強化を図ります。

また、院内助産所、助産師外来の開設を支援することで、産婦人科医が

不足する中で、助産師等による妊産婦への質の高いケアの実現を図ります。

【実施事業】

・総事業費 280百万円

（基金負担分 140百万円、事業者負担分 140百万円）

・平成24年度事業開始

(1) 小児・周産期医療提供体制の強化

・総事業費 280百万円

（基金負担分 140百万円、事業者負担分 140百万円）

ア 周産期医療機関施設設備整備事業

・事業費 258百万円

（基金負担分129百万円、事業者負担分129百万円）

周産期医療機関のNICU増床のための施設設備整備等を支援し、小児・

周産期医療の提供体制を強化します。特にNICU（診療報酬加算対象）に

ついては、現在の44床から、50床への増加を図ります。

イ 認定看護師等養成事業（再掲）

周産期に係る認定看護師等の養成を支援します。

ウ 院内助産所・助産師外来開設支援事業

・事業費 22百万円

（基金負担分11百万円、事業者負担分11百万円）

院内助産所・助産師外来を新たに開設する医療機関の改修工事や設備

整備等を支援することで院内助産所等の設置を促進し、産婦人科医が不

足する中で、助産師等による妊産婦への質の高いケアの実現と周産期医

療機関の負担軽減を図ります。

エ 助産師への研修を実施（既存事業）。
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.Ⅵ 地域医療再生計画の進行管理等

１ 現状と課題

本計画を効果的に実現していくためには、本県の医療の現状についての調査

分析等を継続して行っていくとともに、県民や関係機関等の協力を得ながら、

進行管理等を行っていく必要があります。

２ 目標と実施事業

(大目標）

県民や関係機関等の協力を得ながら、本計画の効果的な実施と進行管理

等を行います。

【実施事業】

・総事業費 2百万円

（基金負担分 2百万円）

・平成23年度事業開始

(1) 本計画の進行管理等

・総事業費 2百万円

（基金負担分 2百万円）

本計画の効果的な実施と進行管理等を行います。

３ 施設整備対象医療機関の病床削減数

原子力災害により設定された警戒区域内にある相双医療圏の７病院が休止し

ており、相双医療圏の総病床数の42%にあたる1,132床が使用できない状況にあ

ることや、本計画において２億円以上の基金が交付される施設整備を行う医療

機関がないことから、現段階では本計画による病床削減や病院の統合再編は行

いません。

４ 地域医療再生計画終了後に実施する事業

現段階では継続を予定している事業はありません。
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５ 地域医療再生計画（案）の作成経過

本計画（案）は、以下の過程を経て作成されました。

(1) 平成22年12月24日 関係機関への説明会と事業提案の照会

ア 説明会の開催

以下の関係機関を対象に、説明会を開催しました。

① 医療関係団体

福島県医師会、福島県病院協会、福島県歯科医師会、福島県薬剤師会、

福島県看護協会。

② 医療機関

４疾病５事業に係る指定（認定）医療機関66病院（国立２病院、公立

６病院、公的９病院、民間49病院）。

③ 公立大学法人福島県立医科大学

④ 全市町村（59）

⑤ 市保健所

郡山市保健所、いわき市保健所。

イ 事業提案の募集

上記の関係機関に対し、事業提案を募集しました。

(2) 平成23年１月21日 平成22年度第２回福島県地域医療対策協議会の開催

本計画（案）の方向性や特に重点的に取り組むべき課題などについて協議

し、以下の3点を重点的に取り組むべき課題として整理しました。

ア 医師等医療従事者の確保

イ 救急医療提供体制の強化

ウ 小児・周産期医療提供体制の強化

なお、福島県地域医療対策協議会の委員は、28ページの名簿のとおり、医

療関係団体はもとより、住民代表団体等を含む、幅広い構成となっています。

(3) 平成23年３月11日 東日本大震災の発災

(4) 平成23年５月～８月 県内医療機関の被災状況調査

東日本大震災による県内医療機関の被災状況について調査を進めました。

(5) 平成23年８月２日 平成23年度第１回福島県地域医療対策協議会の開催

東日本大震災を踏まえて、本計画（案）の方向性について再度協議し、以
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下の方針に基づいて事業提案の追加募集を行い、計画に盛り込むこととしま

した。

ア 東日本大震災からの復興に寄与する事業を盛り込むこと。

イ 「急性心筋梗塞及び脳血管疾患への対応」、「救急医療、小児医療及び

周産期医療の体制整備」という本県の医療課題の解決に寄与する事業を優

先すること。

ウ 全県に効果が及ぶもの、又はより広範な地域に効果が及ぶものを優先す

ること。

エ 医療機関相互の連携及び役割分担を重視すること。

(6) 平成23年８月５日 関係機関への事業提案の再募集

東日本大震災を踏まえて、再度、事業提案について募集を行いました。

(7) 平成23年10月25日 平成23年度第２回福島県地域医療対策協議会の開催

これまでの協議会における議論と関係機関からの事業提案の状況を踏まえ

て、本計画（案）の骨子について協議しました。

(8) 平成23年11月７日 平成23年度第３回福島県地域医療対策協議会の開催

これまでの議論を踏まえて作成した本計画（案）について協議しました。
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福島県地域医療対策協議会委員名簿

平成23年11月現在

（敬称略）

区 分 所 属 氏 名

医療関係団体 社団法人福島県医師会長 高谷 雄三
たかや ゆうぞう

社団法人福島県病院協会長 前原 和平
まえはら かずひら

社団法人福島県看護協会長 高橋 京子
たかはし きよう こ

県立医科大学 公立大学法人福島県立医科大学理事兼附属病院長 村川 雅洋
むらかわ まさひろ

公的医療機関 社会福祉法人恩賜財団済生会福島総合病院長 井上 仁
いのうえ ひとし

地域医療支援病院 財団法人竹田綜合病院長 本田 雅人
ほんだ まさひと

自治体病院 いわき市立総合磐城共立病院長 樋渡 信夫
ひわたし のぶお

国立病院 独立行政法人国立病院機構福島病院長 氏家 二郎
うじいえ にろう

市町村 福島県市長会長（福島市長） 瀬戸 孝則
せ と たかのり

福島県町村会長（西郷村長） 佐藤 正博
さ とう まさひろ

住民代表団体 福島県国民健康保険団体連合会副会長（川俣町長） 古川 道郎
ふるかわ みちお

財団法人福島県婦人団体連合会評議員 阿部 君江
あ べ きみえ

県立病院 福島県病院事業管理者 髙地 英夫
こう ち ひでお

福島県 福島県副知事（地域医療担当） 松本 友作
まつもと ゆうさく

福島県保健福祉部次長（健康衛生担当） 長澤 脩 一
ながさわ しゆういち


